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2021年7月30日《No.3598》
	今年の人事院勧告は8月前半で出されることが予定されています。国公労連は昨日（29日）、2021年勧告にむけた重点要求の実現にむけて人事院交渉（職福局長・給与局長）を以下のとおり実施しました。

そのなかで、人事院は本俸について「民間企業における春季賃金改定状況について、現時点で発表されている各種調査結果を見ると、定昇分を含む賃上げ率は昨年を下回るものが多くなっており、厳しい状況にある」、一時金については「各種調査で見ると、昨年冬のボーナス及び本年夏のボーナスともに、対前年比で減少しており、極めて厳しい状況にあると認識している」と回答しており、今年もマイナス人勧を打ち出す危険性が高まっています。
こうした状況にあるもとで、緊急にはなりますが、人事院への緊急打電行動等のとりくみを提起しています。各単組、ブロック・県国公におかれましては、とりくみの具体化と人勧最終版までの運動の強化をお願いします（詳細は「国公労連（組織）連絡第099号、国公労連（調査）連絡第079号」を参照してください）。
また、緊急のとりくみとして国公労連のTwitterアカウントから組合員や現場からの声・要求を勧告前日まで発信していくこととしています。ついては、「国公労連 ツイッター」で検索するか、右のQRコードから国公労連のTwitterページを開き、✉（手紙アイコン）の「メッセージ」ボタンから、みなさんの声を寄せてください。なお、みなさんから届いた声は、個人や職場が特定されないよう加工して発信していきます。


《人事院・局長交渉》

月給・賞与とも「厳しい」認識示す 両立支援で前進も
国公労連は29日、2021年勧告にむけた重点要求をめぐる人事院交渉（職福局長・給与局長）を実施しました。国公労連側は九後委員長を責任者に6名が参加しました。

＜職員福祉局長交渉＞
不妊治療休暇を新設　非常勤の産休有給化など両立支援制度が一部前進
冒頭、九後委員長から、これまでの交渉をふまえた重点課題に対する現時点での検討状況を質すと、合田職員福祉局長は「現段階における検討状況」として、以下のように回答しました。
１．労働諸条件の改善について
１ 長時間労働の是正等
 (1) 長時間労働の是正
●　国家公務員の超過勤務については、平成31年４月から、人事院規則により、超過勤務命令を行うことができる上限を設定し、この人事院規則等の規定の下で、超過勤務の縮減に取り組んでいるところである。
各府省において、人事院規則に定める上限を超えて超過勤務を命じた場合には、その要因の整理、分析及び検証を行わなければならないとしているところ、人事院としても、令和元年度における超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証の状況について各府省からの報告を受け、勤務時間制度の担当課長が、33府省庁等の人事担当課長等から各府省における超過勤務の上限に係る制度の運用状況を聴取し、特例業務の範囲及び他律部署の指定状況について確認するとともに、長時間の超過勤務を行った職員に対する医師の面接指導等を徹底すること、各府省において正規の勤務時間外に職員に勤務をさせる必要がある場合は、適切に超過勤務を命じ、超過勤務手当を支給すること等について指導を行ったところである。把握した状況については、整理した上で各府省及び職員団体に共有し、本年３月に公表している。
人事院としては、引き続き、各府省における超過勤務の上限に関する制度の運用状況を把握した上で、特例業務の範囲や他律部署の指定の考え方について統一が図られるよう、各府省に対する指導・助言を行っていくこととしたい。また、本府省の他律部署を中心に、１箇月に100時間以上等の長時間の超過勤務を行う職員が存在することから、過労死等防止対策大綱において公務員についても目標の趣旨を踏まえて必要な取組を推進することが盛り込まれる予定であることも踏まえ、このような長時間の超過勤務を行う職員について、医師による面接指導等を徹底することや、人員配置・業務分担の見直し等を通じて超過勤務を必要最小限のものとすることについて、各府省を指導していくこととしたい。
なお、超過勤務の縮減に当たっては、職員の勤務時間を適正に把握し、管理することが重要である。各府省においては、「令和３年度における人事管理運営方針」により、業務端末の使用時間の記録等を利用した勤務時間の状況の客観的把握を、原則として本年８月までに開始することとされており、人事院としても、その状況を踏まえつつ、客観的な記録を基礎とした超過勤務時間の管理を制度上の原則として示すこととしたい。
また、超過勤務問題の背景として、定員の問題、国会対応業務の問題があり、これらについては、昨年までの報告においてもある程度踏み込んだ言及をしているところであるが、本年の報告においても更に言及することとしたい。
(2) 柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の研究
●　テレワークを活用した柔軟な働き方の推進は、非常時における業務継続の観点に加え、育児、介護等のために時間制約がある職員等の能力発揮に資するとともに、ワーク・ライフ・バランスの観点からも重要であることから、テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方について検討を行うため、有識者による研究会を設けることとしたい。なお、研究会においては、テレワークを行う職員の作業環境の整備や健康状態の把握、公務における勤務間インターバルの確保の方策等についても検討を行っていくこととしたい。
２ 仕事と家庭の両立支援、心の健康づくりの推進等
 (1) 男性職員の育児休業取得の推進
●　民間労働者については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が改正され来年４月以降順次施行されるところ。国家公務員についても、男性職員による育児の促進や女性職員の活躍促進を更に進めるための方策の一つとして、育児休業の取得回数制限を緩和することが適当と認められることから、国家公務員の育児休業等に関する法律の改正について、国会及び内閣に対する意見の申出に向けて、詰めを行っているところである。その内容としては、育児休業を原則２回まで（現行原則１回まで）取得可能とすることに加えて、子の出生後８週間以内に終了する育児休業を一般の育児休業とは別に２回まで（現行１回まで）取得できるようにすることを考えている。
また、この意見の申出を行う措置に併せて、仕事と妊娠、出産、育児等の両立支援のため、人事院規則の改正等により、次の措置を総合的に講じることについて検討を行っているところである。
・子の出生後８週間以内の育児休業をしようとする場合における請求期限を２週間前までに短縮すること
・育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等を各省各庁の長に義務付けること
・育児参加のための休暇の対象期間を子が１歳に達する日まで拡大すること
なお、非常勤職員の取扱いについては、後でまとめて申し上げる。
 (2) 不妊治療と仕事の両立支援
●　不妊治療と仕事の両立支援については、
・本年１月から２月にかけて職員を対象としたアンケートを実施したところ、不妊治療を受けている職員が一定数おり、不妊治療と仕事の両立を支援する措置について、職員のニーズが一定程度あること、最も希望が多い治療の受け方は勤務時間中でも必要なときにときに通院し治療を受けたいとなっていたこと等が確認できたこと
・不妊治療のために使用できる特別な休暇等を措置している地方公共団体が一定数あり、有識者からも、仕事を続けながら治療を受けることができる環境の整備が重要であるとの意見があったこと
・不妊治療を受けやすい職場環境の整備は社会全体の要請であり、公務においても不妊治療と仕事の両立を支援する必要性は高いと考えられること
から、職員の不妊治療のための特別休暇（有給）を新設することしたい。
休暇の期間は原則として１年につき５日、体外受精や顕微授精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合は、更に５日を加えた日数の範囲内とし、休暇の単位は、１日又は１時間とする。あわせて、不妊治療を受けやすい職場環境の整備を図っていくこととしたい。
３ ハラスメント防止対策等
ハラスメント防止対策については、各府省が円滑かつ効果的にハラスメント防止対策を実施できるよう、ハラスメント相談員用マニュアルや研修教材の提供等、各府省に対する支援を行っているところである。しかし、パワー・ハラスメントに関する苦情相談は多く、パワー・ハラスメントを理由とする処分事案等が依然として発生している状況にあるため、各府省のハラスメント防止対策の実施状況を把握し、必要な指導を行っていきたい。あわせて、ハラスメント相談員を対象としたセミナーの開催、パワー・ハラスメントの研修用動画等の改訂・提供等を行うこととし、各府省においてハラスメント防止対策が円滑かつ効果的に実施されるよう、支援していくこととしたい。
また、心の健康づくり等についても、オンライン相談の導入やストレスチェックの結果を用いたハラスメント等の予防のための方策を示す等の支援など、引き続き、必要な取組を進めてまいりたい。
２．非常勤職員制度等について 

（非常勤職員の休暇について）
●　職員の仕事と妊娠、出産、育児等の両立を支援することが一層求められており、妊娠、出産、育児等のライフイベントが生じ得ることは常勤・非常勤といった勤務形態で変わるものではないことから、非常勤職員についても休暇・休業に関する次の措置を総合的に講じることとしたい。
・男性の非常勤職員について、配偶者出産休暇（有給）及び育児参加のための休暇（有給）を新設すること
・継続的な勤務が見込まれる非常勤職員を対象として不妊治療のための休暇（有給）を新設すること
・現在、非常勤職員の出産に際しては、人事院規則により、産前及び　産後の期間に無給の休暇が措置されているところ、これらの産前及び　産後の期間に係る休暇を有給とすること
（育児・介護休業法の改正内容を踏まえた措置について）
●　本年６月の育児・介護休業法の改正内容を踏まえ、次の措置を講じることとしたい。
・非常勤職員の育児休業及び介護休暇の取得要件のうち「引き続き在職した期間が１年以上である」との要件を廃止すること、
これに併せて、育児時間及び介護時間の取得要件のうち「引き続き在職した期間が１年以上である」との要件を廃止するとともに、子の看護休暇及び短期介護休暇の取得要件のうち「６月以上継続勤務している」との要件を「６月以上の任期が定められている又は６月以上継続勤務している」と改めること
・非常勤職員の育児休業の取得要件のうち、「子が１歳６か月に達する日まで」に、その任期が満了すること及び任命権者を同じくする官職に引き続き採用されないことが明らかでないとの要件について、非常勤職員が子の出生後８週間以内に育児休業をしようとする場合には、「子の出生日から起算して８週間と６月を経過する日まで」とすること
・子が１歳以降の一定の場合に取得することができる非常勤職員の育児休業について、夫婦交替での取得や、特別の事情がある場合の柔軟な取得を可能とすること
定員含め働き続けられる職場環境にせよ　人事院の具体的な対応求める
　以上の回答を受け、浅野書記長は「現段階における検討状況ということだが、非常勤職員も含めて両立支援制度等について前進面があったことは受け止める。ただ、我々の要求からは不十分であるので、最終交渉での前進回答にむけて以下の点について、あらためて強調するので、人事院の見解を求めたい」と述べた上で、重点要求の各課題に沿って主張・追及を行いました。
【１　労働時間短縮、休暇制度など働くルールの確立について】
〇　長時間労働是正と不払い残業の根絶について、勤務時間管理のシステム化がすすめられ、客観的な勤務時間管理を原則化することについては評価するが、各職場実態をふまえたシステムとする必要があると考える。あわせて、超過勤務を命令された時間や超過勤務を実際に行った時間を本人も含めて外部から手を加えるようなことができないような仕組みとするべきである。
先日の交渉で、客観的な勤務時間管理が導入されている職場で不払い残業が発生している事案を紹介したが、人事院の回答にあったとおり、「制度上、命令されて実施した超過勤務の分の超過勤務手当は支給しなければなら」ないはずであり、制度から外れた運用は根絶されるべきである。超過勤務命令の上限を守ることが最重要視されるとともに、超過勤務の縮減が係員など命令される側も含めて人事評価制度の目標とされていることなどから、時短ハラスメントが横行し、隠れ残業や不払い残業もまだまだ蔓延している。
超過勤務は「臨時・緊急」ということもあって予算の確保が難しい側面もあるが、命令された（実際に必要に迫られて行った）超過勤務に対する手当が支払える予算をしっかりと措置することを関係機関に強力に働きかけることを求める。あわせて、2020年度の上限を超えて超過勤務を命じた場合における各府省による要因の整理、分析及び検証の状況をふまえて適切な指導を行うことを重ねて求める。
毎回申し上げていることではあるが、長時間労働がはびこっている最大の要因は職場に人が足りていないことにある。そのことが、いのちやくらし、権利を守ることをはじめ、国民から行政に対する期待が高まっていることに十分に応えることの障壁となっている。新型コロナウイルス感染症や自然災害への対応で公務員の増員に追い風が吹いているいま、政府の定員管理政策についてさらに踏み込んで言及することを求めたい。
また、テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方について検討を行うため、有識者による研究会を設けることとしたいとの回答があったが、検討をすすめるにあたっては国公労連の意見を十分に反映するともに、勤務時間制度等の在り方は協議・合意を前提とすることを求める。
〇　不妊治療について、休暇制度を設けることに踏み切ったことは、受け止める。ただ、制度を気兼ねなく使えるようにすることが肝要であり、不妊治療への理解を深めるとりくみをすすめ、体制問題も含めて治療を受けやすい環境の整備を求める。不妊治療にかかわってのセクハラ事案が職場で起きている報告などもなされており、そうしたとりくみなどがハラスメントの防止にもつながるものと考える。
【２　男女平等、両立支援制度について】
〇　今回民間の育児・介護休業法改正にもあわせて公務においても育児休業制度等の改正が予定されているとのことであるが、先ほども指摘したが職場では人が足りていないところも多く、制度を活用すれば、周りの職員へ負担がかかってしまうことから、育児休業が非常に取りづらいとの声や、取りたい期間を短縮したとの声もあがっている。そうした問題の解消があわせて必要である。
これは育児だけにかかわらず、両立支援制度全般に言える問題である。誰もが気兼ねなく制度が活用できる職場体制の整備が必要であり、そのためには増員が必要である。政府への働きかけなどいっそうの努力を求める。また、両立支援制度にかかる対象年齢の引き上げもあわせて求めたい。
【３　健康・安全確保、母性保護等について】
〇　先日、2020年度の苦情相談件数が公表されたが、「パワハラ、いじめ・嫌がらせ」を中心に相談件数が増加している。ハラスメントについては昨年禁止する人事院規則が制定されたが、そのもとで、増加傾向にあることをどのように分析し、対策を講じようとしているのか。人事評価の目標を達成するためにパワハラなどハラスメントが増えているとも聞いている。
良質で安定的な行政サービスを提供していく観点からも、人員不足の解消などの業務体制整備をはじめ、それぞれの職場や職員の実情に応じた措置など、ハラスメント根絶と誰もが安心して働き続けることができる職場環境にむけて、実効ある対策を講じることを求める。
〇　再び新型コロナウイルスの感染拡大がすすむなかで、職員の感染への不安を少しでも解消するために、マスクや手指の衛生確保のための消毒薬の常備や、窓口業務での飛沫感染対策や三密回避、ソーシャル・ディスタンスの確保など、徹底した感染防止対策を講じるとともに、各府省への指導を徹底することを求める。
ワクチン接種にかかわっては、接種および副反応の際に職務専念の義務を免除する措置がとられたが、高齢の家族をはじめ付き添いが必要とする者への対応は有給休暇を取得することになる。一方でファイザー製ワクチンについては、5月に対象年齢が12歳以上に引き下げられ、公的接種の対象として加えられており、モデルナ製も接種対象年齢を12歳以上に引き下げることが厚労省の専門部会で了承され、公的接種の対象に含めるかどうかが議論されることとなっている。こうした状況をふまえれば、家族等がワクチン接種をする際に、付き添いが必要となるケースが増えてくることが想定され、何らかの対応措置を検討することが必要であると考える。また、ワクチンハラスメントが起こることのないようにすること、新型コロナウイルス感染症をはじめ今後起こりうる感染症やインフルエンザ等に対応するための休暇の新設を求めたい。
○　新型コロナウイルス感染症対策やワークライフバランス推進を名目にテレワークがすすめられているが、強制になることやテレワーク推進のために業務執行が置き去りにされる、遅れが生じることはあってはならないと考える。
これにかかわって先日、日本生産性本部が自宅でのテレワークについて効率・満足度ともに初めて減少に転じたとの結果を発表しており、「テレワーク疲れ」が起きているのでないかとしたうえで「企業経営者は働く人の心の健康に配慮することが必要だ」と指摘している。これは公務にも通ずることが考えられ、研究会でもテレワークを行う職員の作業環境の整備や健康状態の把握も検討することとされているが、心のケアをはじめ健康・安全対策をすぐにでも講じていくことが必要である。
【４　非常勤職員について】
〇　新型コロナウイルス感染症や相次ぐ自然災害などによって、国民生活が大変になればなるほど、非常勤職員の存在が大きくなっている現状にある。
本来、こうした国の機関に対する国民のニーズに的確に対応するための定員がきちんと措置されなければならないが、現行の定員管理政策が障壁となって定員措置ができないなかで、国民からの負託に応えるために多くの非常勤職員が採用され、臨時・一時的業務ではなく、恒常的で専門的な業務に携わっているのが現実である。こうした現実をどのように改善していくのか、その責任のいったんは人事院にもある。現実をふまえ、改善に舵をきるべきであり、恒常的・専門的・継続的業務に従事する非常勤職員は、定員化・常勤化すべきである。そのためにも総定員法を廃止し定員削減化計画を中止するよう、国会と内閣に働きかけることを求めたい。労働基本権制約の代償、職員の利益擁護機関として、非常勤職員の権利侵害を是正し、公務員の労働条件は民間準拠が基本ということであれば、少なくとも無期転換の権利をただちに保障すべきである。
〇　更新に係る公募について先日、非常勤職員自らが切実な訴えを行ったが、「平等取扱いの原則」や「成績主義の原則」を盾に厳しい回答に終始したが、職場や非常勤職員が直面する課題から目をそらすことはやめるべきである。
更新に係る公募を硬直的に運用することは、非常勤職員の採用に不平等を持ち込み、コロナ禍で雇用不安が増すなかで不安定雇用を助長する。くわえて、非常勤職員の人権侵害であるとともに、職員の心身の健康と優秀な人材確保にも重大な影響を及ぼし、結果的に公共サービスの低下を招いていることを認識すべきである。したがって更新にかかる公募用件はただちに撤廃することを求める。
〇　非常勤職員の休暇等について前進があったことは受け止めたい。ただ、この4月から民間企業において同一社内における正規社員と非正規社員の不合理な格差が禁止されており、格差を設ける際にはその合理性を説明する責任が使用者に課されている。国公労連はこの間重点要求として病休の有給化や有給休暇を採用時から取得できるようにすることなどを求めてきたが、それについてはゼロ回答だった。この格差のどこに合理性があるのか説明を求める。民間で措置されていない割合が多い実態があると承知はしているが、それはパートタイム・有期雇用労働法の趣旨に反している運用がなされている可能性が高いうえでの数字であり、それをもってして合理性を見いだすことは困難であると考える。
局長の回答で「妊娠、出産、育児等のライフイベントが生じ得ることは常勤・非常勤といった勤務形態で変わるものではない」とあったが、病気は常勤・非常勤に関係なく罹患するものであり、職員本人が安心して休めるようにするためにも病休の有給化に踏み切るべきではないか。
あらためて、今勧告でこの不合理な格差の解消し、均等・均衡待遇の実現を強く求める。
　以上の追及を受けて、人事院・合田職員福祉局長は要旨以下のように再回答・コメントし、国公労連側とやりとりを行いました。（●…人事院、○…国公労連）
●　超勤問題については、恒常的に存在する業務に対して定員措置すべきとのご主張だったが、人事院としても長時間労働の是正をこれまでの勧告・報告のなかで対応を述べてきて、恒常的業務については定員化されるべきだと述べてきた。本年の報告おいてもその点についてはさらに書くことを考えている。現実に、専門性をもって恒常的に存在している業務に非常勤職員をあてるという実態があるとのご指摘に対して、本来はそのような業務は定員化を行って常勤職員をあてるべきだと私どもは考えている。
●　超過勤務手当の予算確保については、これまでも人事院も述べており、政府も今年に入って各省への働きかけを行っている。私からも、現在の上限規制の制度が始まる際に財政当局にもしかるべき対応をお願いしたいということは要請してきた。引き続き働きかけていきたい。

●　働き方の関係の研究会については、研究会で検討するにあたっては、当然職員団体の皆様のご意見もお聞きしながら進めていきたい。その結果の踏まえて制度的な対応をする際も同様。
●　不妊治療に対応した休暇については、この場で私も過去3年間強いご要望をいただいており、今年頭にアンケートをとって確実に休暇を利用したいという人が一定いた。アンケートをとったのは、不妊治療の問題を他の人にも知っていただきたいという側面もあり、今後制度ができる以上は適切に用いられるよう努めていきたい。

●　他の休暇については、基本的に民間準拠で進めているなかでどう対応していくか。両立支援の関係では社会的な要請があるということである程度公務先行で進む部分もある。今後どうするかは引き続き考えていきたい。
●　ハラスメントの相談件数が増え、厳しい職場環境になっていることが考えられる。相談していただくことで問題解決につながっている側面もあるが、ハラスメント自体は人権侵害で本来あってはいけない。担当レベルで各府省での対応状況の実情を把握して対応を考えていきたい。
●　コロナについては感染防止のための措置、ワクチン接種の職専免など、必要な対応してきたが、今後とも必要な対応を行っていきたい。
●　テレワークについては、テレワークを行った際に作業環境の問題やコミュニケーションがとれないことで孤立化をする問題もあるので、職場環境を維持する私どもの責務としてできることを考えていきたい。
●　非常勤職員の公募の廃止等については、毎回皆さんから強い要請をいただいているが、担当局に対しても私から高いレベルで要望があることを伝えている。根っこには定員上の問題があるというのが私どもの認識で、今年の勧告時報告でもさらに言及していきたい。
休暇の内容等についても、今年は両立支援休暇で非常勤職員について民間の措置状況が必ずしも高くないところでも全体で対応を行っていくこととしている。基本的には非常勤職員の性格、民間の状況を踏まえて検討するものだが、どういうふうに知恵を絞っていけるのかは引き続き考えてまいりたい。

〇　テレワークについては、コミュニケーションがとりにくいという問題は深刻で、採用数年の職員の両親から私たちのところにも相談があった。メールで深夜に次々と業務指示がくるような状況で、本人は悩んでおり周囲にも相談できないと。テレワークは良い面も悪い面も両方あり、ハラスメントも起きている事実を研究会でも取り上げて検討するよう求める。

〇　非常勤職員の病気休暇については、1年以上勤務している非常勤職員は共済組合に入るが、病気で休むと共済からも外れ協会けんぽになり、そのまま辞めると傷病手当金ももらえないという相談がある。この問題についても対応を検討を求める。
●　テレワークで深夜にメールがくるような状況は、送っている側がどういう意図で送っているのかわからないが、他方で「つながらない権利」という考え方があり、24時間ずっといつメールがくるかわからない状況が問題であることは広く指摘されているところ。そういった問題も考えていく必要があるだろう。
●　病気休暇の有給化が強い要望であること、労働契約法20条の訴訟の最高裁判決も認識している。今回は両立支援制度として民間措置状況が高くないものも非常勤職員に措置したが、今後どういう風に知恵を出していくか、我々も問題意識を持っている。
〇　先ほど指摘した公務部内の格差の合理性については、あらためて問題を認識すべきだ。
最後に、九後委員長は以下のように述べ、職福局長交渉を締めくくりました。
○　本日の回答に対し、いくつかの意見を申し述べた。職員福祉局は、国家公務員全体の勤務条件を整備する責任をおっている。そうであるなら長時間労働の解消をはじめとしたワーク・ライフ・バランスや健康確保、正規と非正規の不合理な格差解消など、早急に解決しなければならない課題について、職場の切実な声を真摯に受け止め改善に向けて努力すること、また勧告に向けて最後まで検討を行うとともに、引き続き私たちとの誠意ある交渉・協議を行うよう求める。
＜給与局長交渉＞
賃上げ率「厳しい」、一時金「極めて厳しい」　手当などゼロ回答
続いて、給与局長交渉を行いました。佐々木給与局長は、現段階における検討状況として次のように回答しました。
１　勧告について
●　人事院としては、公務員の給与等の適正な水準を確保するため国会と内閣に必要な勧告を行うという国家公務員法に定められた責務を着実に果たすこととしている。
本年の勧告については、例年とおおむね同様の日程を念頭に置いて、鋭意作業を進めているところである。

２　官民較差について

●　行（一）職員の平均年齢は、本年の国公実態調査によると昨年と比べて若干低下している。（４３．０歳。昨年比△０．２歳）
本年の民間企業における春季賃金改定状況について、現時点で発表されている各種調査結果を見ると、定昇分を含む賃上げ率は昨年を下回るものが多くなっており、厳しい状況にある。
民間の一時金の状況を各種調査で見ると、昨年冬のボーナス及び本年夏のボーナスともに、対前年比で減少しており、極めて厳しい状況にあると認識している。
官民較差及び一時金については、現在集計を行っているところであり、最終的にどのような結果となるか注目しているところである。

３　諸手当について

●　諸手当については、民間の状況、公務の実態等を踏まえ、皆さんのご意見もお聴きしながら必要となる検討を行ってまいりたい。

４　高齢期雇用について

●　平成30年の意見の申出において、定年引上げ後の60歳を超える職員の年間給与は、当面、60歳前の７割の水準に設定することが適当であると判断したところ。
他方で、60歳を超えて引き続き同一の職務を担う場合は、本来、給与水準が維持されることが望ましいこと等から、60歳を超える職員の給与水準の設定は「当分の間の措置」として位置付けている。
本年の通常国会で成立した国家公務員法等の改正法においては、このような意見の申出に沿った内容が定められるとともに、政府は、給与水準が60歳前後で連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院において行われる検討の状況を踏まえ、所要の措置を順次講ずる旨の規定が設けられている。
人事院としては、今後とも、民間企業における状況等や人事評価の改善に係る取組の状況も含む公務の状況を踏まえ、60歳前の給与カーブも含めた給与カーブの在り方について検討を行っていくこととしている。
再任用職員の給与については、民間企業における定年制や高齢層従業員の給与の状況、定年引上げに伴い設けられる定年前再任用短時間勤務制等も含めた再任用制度の各府省における運用を踏まえつつ、職員団体の皆さんの意見も聴きながら、引き続き、必要な検討を行ってまいりたい。

５　非常勤職員等の処遇改善について

●　非常勤職員の給与については、平成20年８月に非常勤職員の給与に関する指針を発出し、各府省において適正な給与の支給が行われるよう、必要な指導を行ってきているところであり、引き続き、常勤職員の給与　との権衡をより確保し得るよう取り組んでまいりたい。
その一環として、任期が相当長期にわたり、かつ、常勤職員と職務、勤務形態等が類似する非常勤職員の期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給月数については、常勤職員と同等とすることが適当と判断し、この度、指針を改正したところである。
マイナス人勧は認められない！経済情勢と労働実態をみて賃上げを
この回答に対して、浅野書記長は「現段階における検討状況ということだが、私たちの要求からすれば全くをもって不十分である。これまでの交渉で当方の要求の重点については、職場実態も含めて詳細に述べているが、最終交渉での前進回答にむけて以下の点について、あらためて強調するので、人事院の見解を求めたい」と述べ、各課題に沿って主張・追及を行いました。
【１　賃金の改善等について】
○　春闘結果については、厳しい状況とのことであった。国家公務員の賃金は「民間準拠」ということをこれまでの交渉でも強調されている。そのこと自体は重要なことであるとは承知をするが、コロナ禍のなかで、果たしてそれでいいのかとこの間主張してきたし、我々からすれば「民間準拠」ではない判断が過去にはあったと承知している。仮にマイナス人勧ということになれば、この間の職員の奮闘に冷や水を浴びせるばかりか、経済への負の影響は大きく、日本全体で賃金引下げのスパイラルに突入するきっかけを与えかねない。
先ほどの職福局長との交渉では「不妊治療を受けやすい職場環境の整備は社会全体の要請」とし、不妊治療休暇の措置に踏み切る回答があったが、骨太の方針にもかかげられている「賃上げを通じた経済の底上げ」は社会全体の要請ではないのか。
国公法第64条では①生計費、②民間賃金、③人事院の決定する適当な事情を考慮して俸給表を規定するとあり、コロナ禍でかつてないような状況にある現在の日本経済を鑑みるとともに、職員の労苦に報いるためにも「人事院の決定する適当な事情」として、一時金も含めた政策的な賃上げに踏み切ることが必要だと訴えたい。

○　中央最低賃金審議会が7月16日に厚労相に対して2021年度の最低賃金について、すべてのランクで28円の引き上げを求める答申を行った。これによって最低賃金の全国平均の時給が930円以上となることが想定される。高卒初任給の抜本改善がなければ、地域別最低賃金額を下回ってしまうような地域が増加することになる。また、大卒初任給も国公労連試算では時給1,085円（地域手当なし）となっており、東京都の最低賃金と時給額で40円程度しか変わらない状況となる。これでは、国家公務員志望者の減少に拍車をかけることになりかねない。初任給の抜本改善にむけても政策的な賃上げが必要であるとあらためて指摘する。またこの間、社会的にも問題視されている地域間格差解消もあわせて求める。
〇　諸手当についてはゼロ回答だった。繰り返しになるが、手当で要求が強いのが通勤手当の改善である。特別料金等の改善がはかられれば、長時間通勤や単身赴任の解消につながり、職員が家庭的責任をはたすことをはじめ、ワークライフバランスの改善がすすむことにつながる。一方、日本全国で災害が多発するもと、災害への備え・対応で、宿泊や通勤経路の変更が必要になった場合に職員が自己負担することは不条理である。自己負担とならないそうな措置を求める。
〇　新型コロナウイルス感染症対策やワークライフバランス推進を名目にテレワークがすすめられているが、光熱費はもちろんのこと、通信費や業務上の必要品の購入など、テレワーク実施によって業務のパフォーマンスを落とすことのないように職員が自己負担しているケースが目立っている。あらためて職員個人にテレワーク実施にかかる費用負担をさせないことを求める。
〇　新型コロナウイルスの感染が再び拡大し、ワクチン接種もすすまないなか、いま窓口業務等に従事する職員は、感染の恐怖におびえながらも業務を遂行している。窓口等で働く職員は、感染のリスクが高く、精神的な負担も大きい。新型コロナウイルス感染症の収束も見通せないなかで、職員のモチベーションを保ち、公務・公共サービスを維持するためにも新型コロナウイルスに感染するリスクが高い窓口等で業務に従事する職員に対して手当を新設することを求める。
【２　高齢期雇用について】
○　定年延長にかかる必要な措置について人事院で検討されているが、その措置については、国公労連との協議を尽くし、合意をもとにすすめることを求める。役職定年および特例任用にかかわって良質で安定的な行政運営が担保されるよう各府省の要員構成や組織構成などそれぞれの実態を十分にふまえるとともに、各府省で柔軟に運用ができるような制度設計とすることを求める。
また、人事評価制度の「見直し」にともなう昇任・昇格基準、昇給基準の「見直し」、給与カーブの「見直し」がすすめられようとしているが、これは労働条件の重大な変更であり、職員個々が将来設計を描くうえでもきわめて重要な問題である。そうしたことから国家公務員法等改正法の附帯決議において「給与制度について順次必要な検討・措置を行うに当たっては、人事院は、労働基本権制約の代償機関としての責務を確実に果たすとともに、職員団体等の関係者の納得を得る努力を最大限に行うこと」とされている。納得を得る努力だけではなしに、労働組合との合意を前提とすることを求める。

○　職場の貴重な戦力となっている再任用職員の処遇改善、とりわけ常勤職員との不合理な格差はただちに解消することを求める。国家公務員法等改正法の附帯決議でも「高齢期の職員の知識、技術、経験等の発揮と活躍を促すため、暫定再任用職員に対する適正な処遇を講ずること。あわせて、現行制度における再任用職員に対しても適正な処遇を講ずること」とされており、その履行が求められている。現行再任用制度の改善がなければ、対になっている暫定再任用制度、定年前再任用短時間勤務制の改善もはかられない。今勧告での改善を求める。
【３　非常勤職員の処遇改善について】
〇　この4月から民間企業において同一社内における正規社員と非正規社員の不合理な格差が禁止され、格差を設ける際にはその合理性を説明する責任が使用者に課されている。寒冷地手当や扶養手当、住居手当など、生活関連手当等の支給などを求めてきたが、今それについてはゼロ回答だった。この格差のどこに合理性があるのか人事院として説明を求める。民間で措置されていない割合が多い実態があると承知はしているが、それはパートタイム・有期雇用労働法の趣旨に反している運用がなされている可能性が高いうえでの数字であり、それをもってして合理性を見いだすことは困難であると考える。職福局長との交渉で「妊娠、出産、育児等のライフイベントが生じ得ることは常勤・非常勤といった勤務形態で変わるものではない」との回答があったが、常勤・非常勤にかかわらず、扶養家族がいたり、寒冷地に住んでいたりすれば生計費は増加する。生活関連手当等は措置されてしかるべきだ。あらためて、今勧告でこの不合理な格差の解消し、均等・均衡待遇の実現を求める。

○　先般、「職務、勤務形態等が常勤職員と類似する非常勤職員に対する当該給与については、常勤職員に支給する期末手当及び勤勉手当に係る支給月数を基礎として、勤務期間、勤務実績等を考慮の上支給すること」を追加する非常勤職員の給与についての指針が改定された。このことは一定評価するが、非常勤職員（期間業務職員）は１会計年度の範囲での契約（任用）となっていることから、仮に常勤職員の一時金の月数が下がる場合に、この指針を用いて非常勤職員の月数が下げるようなことがあってはならないと考える。また、各府省においてこの改正にそった予算確保・措置がなされるように各府省への指導を徹底するとともに、予算確保にむけて財務当局への働きかけを強めることを求める。
　以上の追及のあと、佐々木給与局長から以下の再回答・コメントがあり、やりとりを行いました。（●…人事院、○…国公労連）
●　給与について、皆さんの主張としては理解するが、官民比較に基づいて引上げや引下げを行うことがトータルとして国家公務員給与を適正な水準に保つことにつながると私は考えている。最低賃金がご指摘の状況であることは認識している。他方、国家公務員の給与については民間企業の初任給水準の状況を踏まえ、改定があれば若年層に重点を置いた改定を行ってきている。今後も情勢適応の原則のもと適切に対応していきたい。
●　諸手当について、通勤手当は昨年民調を行ったが改善勧告をするという状況にはならなかった。テレワークについては今年調査しており、民間の状況を踏まえてどうするかをこれから検討するところ。
●　高齢期雇用については、今後もご意見等を踏まえながら中身を詰めていきたい。
●　人事評価についてはいま内閣人事局で措置を検討されている中身を踏まえ、人事院として動き出しに間に合うよう進めていくが、その際には皆さんに考え方を示してご意見をうかがう。

●　再任用の処遇は、定年引上げ法案が通ったので次の課題として認識しているところだが、成立した法律では現行制度を引き継ぐ暫定再任用制度が措置される状況で、今後民間と公務の状況を踏まえて引き続き検討する。
●　非常勤職員の給与については、平成20年の指針からこれまで随時見直しを行ってきたが、大きな方向としては常勤職員との給与との権衡をより確保するように歩みを進めていくことで、引き続きそれに向けてとりくんでいきたい。
〇　過去の交渉の経緯を振り返ると、これまでマイナス勧告がある場合には、おおよそこの時期に官民較差の概要が示されていたが、「厳しい」とはどういう意味で回答したのか。昨年の較差と比べて「厳しい」のか、民間状況の一般論として「厳しい」のか。

●　較差そのものは現在集計しているところだが、「厳しい」というのは民間の状況についての認識として申し上げたところで、官民比較の結果を指しているわけではない。
最後に九後委員長は以下のように述べ、給与局長交渉を締めくくりました。
○　新型コロナ禍とそれによって落ち込んだ経済の回復、防災・減災、東日本大震災からの復興など国民の安全・安心や権利をまもるため、その内容の善し悪しは別としても、国家公務員が果たす責任や担う業務が複雑・困難化、増大しておりそれに見合った賃金水準とすること、またよりよい行政サービスを提供するための働きがい確保、あるいは公務員労働者も人間であり安心して公務に専念できるようにするために生活の維持・改善などが必要だということをこの間の交渉でも申し上げてきた。
しかし、本日の給与局長の回答は、職員の実態とそれにもとづく我々の要求に対してきわめて不十分であり、不満である。
したがって最終交渉の際には、あらためて我々の要求を踏まえた前進的な回答を求める。
以　上
info@kokko.or.jp
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